
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和元年７月２６日 １５時００分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市池島南方沖 

大蟇
おおひき

島大瀬
お お せ

灯台から真方位１６３°６.８海里付近 

 （概位 北緯３２°４６.１′ 東経１２９°３５.０′） 

インシデントの概要 旅客船びっぐあーすは、航行中、弾性継手が破損して右舷主機の動

力が伝わらなくなり、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 令和元年８月２６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 びっぐあーす、２９３トン 

１３５０７３、長崎県南松浦郡新上五島町、五島産業汽船株式会社

（船舶借入人） 

ディーゼル機関（２基）、４サイクル、出力２,３５０kＷ（／基）、

回転数毎分１,７５７、１６気筒、ボア１７０㎜、使用燃料軽油、

平成２５年６月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、旅客１４５人を乗

せ、航行中、速力が落ちて右舷主機の回転数が上昇し、火災警報が作

動した。 

機関長は、船橋のモニターで機関室において白煙が生じているのを

認めた後、両舷主機を中立運転とし、機関室に向かったところ、白煙

が収まっており、‘右舷主機と減速機の間の弾性継手（材質シリコン

ゴム）’（以下「本件弾性継手」という。）の破断を発見した。 

本船は、右舷主機を停止して左舷主機のみで航行を続け、長崎市長

崎港に定刻の４４分遅れで入港した。 

 本船は、本インシデント後、機関製造会社により、本件弾性継手が

交換されて復旧した。 

 

弾性継手製造会社は、本インシデントの約２か月前に本件弾性継手

の心出しが行われた際、アライメント（２台以上の回転機械を組み合

わせるときの、軸のたわみ、軸受荷重などを考慮した軸系の据付け配



 

置）の調整が不十分であったので、シリコンゴムに想定以上の応力が

作用し、寿命を縮めたと推定した。 

分析  本インシデントは、本船が、航行中、設置後にアライメントの適切

な調整が行われずにいたところ、本件弾性継手が、想定以上の応力が

かかった状態が続いて劣化し、破断したことから、右舷主機からの動

力が推進器に伝わらず、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、設置後にアライメントの適切

な調整が行われずにいたところ、本件弾性継手が、想定以上の応力が

かかった状態が続いて劣化し、破断したため、右舷主機からの動力が

推進器に伝わらなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に弾性継手のアライメントの適切な調整を行うこと。 
 


